
（別紙） 

 

差分計量について 

 

発電設備１０ｋＷ未満の太陽光発電の余剰売電で、複数の発電設備が存在する場合に

おいて、系統連系される受電地点に設置されている電力メーター（親メーター：Ｍ）と、

２つのうち１つの発電地点に設置されている電力メーター（子メーター：m）との差分

値を電源Ｇ１の計量値として取引を行うための計量方法です。 

 

 

〇差分計量の構成例 

 

 

【凡例】 

Ｇ１：発電設備（ＦＩＴ設備） 

Ｇ２：発電設備（非ＦＩＴ設備） 

Ｄ ：需要設備（一般負荷） 

（出典：経済産業省資源エネルギー庁ホームページ） 


